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今年は、寒い冬を終え、一気に高温となったこ
とで、桜の開花は、観測史上最速となりました。

福岡・宮崎・大分・鹿児島から一気に東京でも
最速記録となり、日本橋さくら通りでは、所得税
の確定申告期限の3月15日に開花しました。

さて、我々税理士にとって、一番の繁忙期であ
る所得税の確定申告も終え、一息ついたところで
すが、税務支援事業にご協力いただきました会員
の皆様には、大変苦労をおかけしました。感謝申
し上げます。

今年の税理士記念日は、土曜日であったことか
ら、前日の2月22日（金）に三越本店地下入口
（夢ロード）で「税理士記念日無料税務相談」を
実施しました。

延べ10人の会員が携われ、88人の相談がありま
した。税目別にみてみますと、所得税の相談件数
は68件（昨年は、62件）で、税目別による割合は
77.3%でした。次に多いのが相続税の6件（昨年
は、4件）で、税目別による割合は、6.8%でし
た。

昨年11月に同じ夢ロードで実施しました「税を
考える週間」における無料税務相談では、所得税
に関する相談は、全体の47.6%で、他の税目に関
する相談も多いのが特徴です。

このことから、所得税の確定申告期間中におけ
る相談は、通行人が対象であっても、所得税に関
心があることを示していると思います。

次に、2月25日から3月8日までの延べ8日間に日
本橋公会堂で実施しました無料税務相談では、延
べ48人の会員が携われ、569件の相談等がありま
した。

今年は、東京国税局の合同税務相談会場への派
遣がなかったことと、昨年の日本橋公会堂におけ
る実施状況を踏まえ、日数及び人員を大幅に増加
しました。

その結果、延べ569件（昨年は、367件）の相談
等があり、前年を大幅に上回りました。

特に初日と2日目には、いずれも約100件に近い
相談等があり、1時間以上待たされた方が多く見
受けられました。当日担当された会員には、十分
な休憩を取ることができず、多大なご苦労をおか
けしました。本当にお疲れ様でした。

昨年は、日本橋税務署での相談事務を廃止した
ことによる苦情処理が発生しましたが、今年は、
このようなトラブルはなかったようです。

また、今年は、日本橋税務署が衝立を準備して
相談会場の相談者と相談者との間の机上に設置し
ました。相談しやすい環境になったことについて
大変好評でした。我々税理士も、相談者の立場に
立った施策をする必要があると思います。

昨年は、大雪の日にも混雑しましたが、今年は
雪の日がなく、また、最終日は、受付時間終了時
に相談者が途絶え、時間内に終了できました。

連日、税務支援対策部の皆様にも大変ご苦労を
おかけしました。感謝申し上げます。

また、2月14日から3月14日までの延べ5日間に
東日本橋二丁目町会会館で開催しました「青色申
告会員に対するe-Tax代理送信」に1名（延べ5
名）の会員にご協力いただきました。

大変狭い場所での作業でご苦労されていまし
た。本当にお疲れ様でした。

ところで、本年1月4日現在における代理送信割
合（税理士数に占める代理送信者数の割合）を見
てみますと、所得税・法人税・消費税（法人及び
個人）及び法定調書合計表のいずれの割合も日本
橋支部の順位は、48支部の中では、昨年と同様に
下位に位置しています。

日本橋支部としましては、日本橋税務署との連携
を図り電子申告の推進に努めているところです。

電子申告を始めてみようと思っている会員に
は、電子申告推進委員又は日本橋税務署のサポー
ト隊がサポートしますので、遠慮なくお申し出く
ださい。

さあ、始めましょう「電子申告」を！
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平成24年分の所得税、個人事業者に係る消費税
及び地方消費税の確定申告並びに贈与税の申告に
つきましては、申告納税制度の本旨に即した「自
書申告」の定着を基本に、e-Taxや国税庁ホーム
ページの「確定申告書等作成コーナー」といった
ICTを利用した申告・納税の一層の推進を図り、
円滑かつ確実な事務処理に取り組んだ結果、無事
に終了することができました。

これも一重に日本橋支部の皆様方による無料申
告相談の実施、パソコンによる確定申告センター
及び電話相談センターへの会員派遣など、多岐に
わたる積極的なご支援・ご協力の賜物と、厚く御
礼申し上げます。

さて、e-Tax利用拡大に向けまして日本橋支部
の会員の皆様には、多大なご支援・ご協力をいた
だいているところでございます。しかしながら、
東京局の利用率は全国値を下回っている状況にあ
り、日本橋署を含めましても法人税等を中心に更
なる利用拡大を図っていく必要があります。

3月末に財務省行政情報化推進委員会におきま
して、国税庁における業務プロセス改革計画に掲
げる成果指標の見直しが行われ、改革計画が改定
されました。その中で、法人税等12手続きのオン
ライン利用率につきまして、平成25年度の目標が
76%に変更されました。そうした中、法人税等の
利用拡大を図っていく上では、3月決算法人の申
告時期である5月及び6月が重要な期間となりま
す。

つきましては、3月決算の法人税確定申告及び
消費税確定申告等は、e-Taxによる皆様方の代理
送信を最大限に活用いただき、1件でも多くご利
用いただきますようお願い申し上げます。

日本橋支部の皆様方のお力なくては、その拡大
は見込むことはできません。そのため皆様方の事
務所にお伺いさせていただき、またはお電話にて
利用勧奨をさせていただく所存でございます。

利便性の向上を図る観点から、平成24年分から

贈与税もe-Taxで申告できるようになりました。
従来からの皆様方の強い要望により、「お知らせ
メール」の件名および登録した宛名を表示する機
能が追加されました。他には利用者識別番号や暗
証番号を亡失した場合の対応としまして、暗証番
号リマインダー機能が追加されるなどシステムの
改善もされてきております。

また、受付時間におきましては、法人税等の申
告が集中する5月末の4日間（5月28日〜31日）に
ついて、8時30分から22時30分と1時間30分の拡大
をいたします。さらに、本年の8月1日（木）以降
e-Taxの受付時間が月曜日から金曜日（祝日等及
び年末年始は除いて）は8時30分から24時まで拡
大をいたします。

引き続き今後とも良きパートナーとして税務行
政に対するなお一層のご理解とご協力をお願い申
し上げます。

結びに当たりまして、東京税理士会日本橋支部
の益々のご発展と、会員の皆様のご健勝、ご事業
のご繁栄を心から祈念いたします。
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１．はじめに
昨年は生活保護費の不正受給事件が社会問題と

なり、世間の注目を集めました。日本の生活保護
費を受給するために海外から日本に入国する人が
いるほどです。国民の社会保障制度に対する不信
感が高まりました。税制において、主に社会保障
としての役割を担っているのが、基礎控除・配偶
者控除・扶養控除等の人的控除です。そんな中、
平成24年分の確定申告業務の期間中、ある事例に
触れ、扶養控除について疑問に感じる場面に遭遇
しました。

扶養控除の制度の趣旨やあり方について、この
遭遇した事例を含め問題点を浮き彫りにし、所得
税が基幹税としての所得再分配機能を果たしてい
るかどうか、検証していきたいと思います。

２．事　例
顧問先の従業員で、日本に住所のある日系ブラ

ジル人の方から、「ブラジルに住む祖父母に生活
費を送金しているので、確定申告をして扶養控除
を受けたいのですが、できますか？」との相談を
受けました。

祖父母との親族関係は出生証明書で確認できま
した。祖父母の年齢は70歳を超えていました。生
活費は定期的に送金をしていて、資金移動業者が
作成した年間の送金一覧表では、毎月数万円から
十数万円が送金されていることを確認しました。
祖父母は現在無職で収入はありません。

３．扶養控除の適用可否
扶養親族の定義は、所得税法第2条第1項第34号

に規定されており、その内容をまとめると、①配
偶者以外の親族であること、②納税者と生計を一
にしていること、③被扶養者の合計所得金額が38
万円以下であること、④青色事業専従者等でない

こととされています。
①及び④はこの事例において特筆すべき点はあ

りません。
②の納税者と生計を一にしているかどうかとい

う点については、所得税基本通達2-47　におい
て、勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常
の起居を共にしていない親族がいる場合であって
も、これらの親族間において、常に生活費、学資
金、療養費等の送金が行われているときは、これ
らの親族は生計を一にするものとする、とありま
す。上記事例では、生活費を定期的に送金してい
ますので、生計を一にしているといえます。

③の被扶養者の合計所得金額の計算は、被扶養
者である祖父母が日本国内に住所も居所も有して
いませんので、非居住者ということになり、所得
税法第165条の規定により、国内源泉所得につい
て所得税の課税標準、税額等を計算します。そう
すると上記事例では、国内源泉所得に係る合計所
得金額も0円であり、38万円以下の要件を満たし
ます。

従いまして、上記事例の祖父母は、控除対象扶
養親族となり、かつ、年齢70歳以上ですので、96
万円（1人につき48万円）の扶養控除が認められ
るということになります。

ここで、注意を要する点は、③の被扶養者の合計
所得金額38万円以下であることという要件です。

この所得基準は所得税法上の課税標準ですの
で、被扶養者が非居住者の場合、合計所得金額が
38万円であるかどうかは、国内源泉所得に対する
合計所得金額が38万円以下かどうかで判断し、仮
に国外における所得があったとしても判定要素に
は入らないということです。ただし、非居住者で
ある被扶養者に高額の所得がある場合には、その
送金はそもそも生活費等の送金とはいえなくなり
生計を一にするとは認められず、扶養親族の要件
に該当しなくなります。しかし、非居住者である
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被扶養者の所得を税務当局が捕捉することは困難
であることから、被扶養者に高額な所得があるに
もかかわらず、見逃されている事例も少なからず
あるものと思われます。他、居住者である被扶養
者の場合には、市区町村で所得情報等が名寄せさ
れ、税務署との情報交換によって容易に捕捉され
ます。そして扶養控除の要件に合致していなけれ
ば、修正申告や年末調整のやり直しを求められる
ケースが多々あります。このように被扶養者が居
住者か非居住者かによって執行上不公平感がある
ことは否めません。

なおアメリカにおける人的控除(Personalexempt
ion)の制度を見ると、控除の対象となる扶養家族
は、アメリカ市民かアメリカの居住者、カナダ、
メキシコの居住者とされています。例えばアメリ
カに居住する日本人が、日本に住む親族について
扶養控除を受けることはできないことになってい
ます。

４．扶養控除の問題点①
上記2の事例以外にも扶養控除について問題点

があります。それは「二重控除」の問題です。
例えば、扶養親族に給与収入が103万円である

として、その給与収入から給与所得控除額と基礎

控除額を差し引くと、課税関係は生じません。一
方で、その扶養親族を扶養している者においても
扶養控除が認められています。したがって、扶養
者の扶養控除と被扶養者の基礎控除が二重に控除
される結果となっています（図1）

平成5年11月の「今後の税制のあり方について
の答申」では、この問題について言及していま
す。「基礎的な人的控除については、一定額以下
の所得を有する配偶者等は自らは基礎控除の適用
を受けて課税関係が生じない一方で、納税者の所
得税額の計算上、さらに配偶者控除等の適用を受
けられることとなり、その意味でいわば二つの人
的控除を享受することになっているという問題で
ある。このような問題は、人的控除の基本的なあ
り方に関わる事柄であるので、今後、引き続き検

扶養控除 　　　二重控除　
基礎控除 基礎控除

給与所得控除 給与所得控除
65万円 65 万円

扶養者 被扶養者

【図１】 二重控除の仕組み

＊
扶養控除
生命保険料控除

配偶者控除 配偶者特別控除
住宅借入金等特別控除

（備考）1．国税庁「税務統計から見た民間給与の実態」2000 年、厚生おる同省「国民生活基礎調査」2000 年
　　　　より作成。
　　   2．年末調整を行った 1年を通じて勤務した給与所得者、かつ納税者を対象とした。
　　   3．配偶者控除・配偶者特別控除については、有配偶者に占める割合を算出。
　　   4．配偶者特別控除については、合計所得金額 1000 万円以上は適用がナイため、給与階級 1000
　　　   ～1500 万円の層では比率が低下するが、給与所得控除後で 1000 万円以下になるケースがある。
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討していく必要があるものと考えられる。」と問
題視されています。

５．扶養控除の問題点②
もうひとつの問題点は、現行の所得控除制度は

高所得者に有利な制度になっているということで
す。

平成14年12月に発表された内閣府政策統括官に
よる「政策効果分析レポート」によると、扶養控
除の所得階層別適用者の割合は、収入が多い家庭
ほど扶養控除を適用している割合が高いことが分
かります（図2）。給与収入が700万円超の納税者
の場合、60%以上の者が扶養控除を受けていま
す。ところが、給与収入が400万円以下の納税者
の場合、扶養控除を受けている者は25%未満とな
っています。所得税の税率は累進課税方式を採用
していますので、扶養控除を適用することによっ
て、高所得者の負担軽減額は大きくなり、低所得
者の軽減額は小さくなります。この分析結果を見
ると、所得再分配機能を果たしておらず、不公平
な仕組みになっています。

また、平成25年度の税制改正では、「教育資金
の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」が創設さ
れました。この制度の趣旨は、祖父母等が孫等の
教育資金を贈与することによって、世代間の資産
移転を通じた経済の活性化等を図ることとされて
います。平成25年4月1日より施行されたこの制度
の利用は、相続税対策の1つとして期待が高まっ
ています。

所得税の扶養控除制度においても、教育費を含
む種々の支出がかさむ世代の所得者の税負担の軽
減を図る見地から特定扶養親族（年齢19歳以上23
歳未満の扶養親族）に対して一般の扶養控除額よ
りも優遇される措置が講じられています。

両制度の制度趣旨は異なりますが、高所得者層
がこれらの制度を利用するならば、この点につい
ても所得再分配機能を果たしていないように思い
ます。

６．扶養控除のあり方
⑴　扶養控除制度の沿革

扶養控除のあり方を考える上で、制度の創
設趣旨やその変遷について理解を深めたいと
思います。

①　大正9年
扶養控除制度は大正9年に創設されまし

た。当時の税制は、免税点制度は設けられ
ていたものの、納税者の人的事情に基づく
担税力の差は一切考慮されていませんでし
たが、同居の戸主及び家族に年齢18歳未満
の者もしくは60歳以上の者、又は不具廃疾
者がいる場合には、納税者の負担力に著し
い影響があるという配慮に基づき、扶養控
除が認められるようになりました。当時の
扶養控除は、年少者に対する扶養控除、老
年者控除及び障害者控除の性質を有する控
除でした。

②　昭和15年
当時の所得税が所得の種類によって税率

を異にしていたことから、どの所得から控
除しても負担に差が生じないよう控除方式
が税額控除方式に変更されました。

③　昭和25年
昭和25年のシャウプ勧告に基づく改正に

よって、控除方式が所得控除方式に戻さ
れ、扶養親族の範囲が拡大し、年齢のいか
んにかかわりなく、納税者と生計を一にす
る親族とされました。

④　昭和47年度の税制改正
老人扶養親族について、一般の扶養控除額
に割増する制度が設けられました。

⑤　昭和54年度の税制改正
同居を状況とする老親について、④の控除
額にさらに割増が認められました。

⑥　昭和63年度の税制改正
消費税の導入を含む税制改革の一環として
所得税の減税が実施されました。その所得
税の減税の一環として、教育費を含む種々
の支出がかさむ世代の所得者の税負担の軽
減を図る見地から、年齢16歳以上23歳未満
の扶養親族（特定扶養親族）について、一
般の扶養控除額に割増する制度が設けられ
ました。

⑦　平成11年度の税制改正
子育て世代への配慮として、年齢16歳未満
の扶養親族（年少扶養親族）について、一
般の扶養控除額に割増する制度が設けられ
ました。
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⑧　平成12年度の税制改正
平成11年に設けられたばかりの年少扶養親
族に対する割増控除について、子育て支援
は児童扶養手当の拡充によって手当てされ
ることを受けて、割増部分が廃止されまし
た。

⑨　平成22年度の税制改正
所得再分配機能の回復や「控除から手当
へ」との考え方の下、子ども手当の創設と
あいまって、年少扶養親族（扶養親族のう
ち年齢16歳未満の者をいう。）に対する扶
養控除が廃止されるとともに、高校の実質
無償化に伴い、年齢16歳以上19歳未満の特
定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分
が廃止されました。

⑵　扶養控除制度の役割の低下
扶養控除を含む人的控除については、税制

調査会等においても、しばしば議論されてい
ます。平成14年6月の「あるべき税制の構築
に向けた基本方針」では、人的控除の簡素
化・集約化について言及しています。要約す
ると、「制度創設時と比べ社会保障や教育等
の分野において各種の「インフラ」が整備さ
れてきている一方、個々人の生活上の事情は
様々であり、税制で個別に配慮することには
自ずと限界があるほか、生活が豊かになり、
配慮すべき事情についての国民の価値観も多
様化している。また、割増・加算措置が追加

されてきた結果、本人に係る控除に比べ家族
に係る控除の方大きくなっており、また制度
が複雑になっている。具体的には家族に係る
控除を簡素化・集約化すべきと考える。」と
あります。さらに、平成14年11月の「平成15
年度における税制改革についての答申―ある
べき税制の構築に向けて―」では、扶養控除
のうち特定扶養控除に限定して、就学状況等
の実態は様々であるほか、累次の減税の結
果、中堅所得者層の税負担水準が大幅に低下
してきていることを理由に、廃止・縮減する
ことについて言及しています。

また、ここでは述べられていませんが、上
記2の事例にあるように日本に居住する外国
人も増えてきていますし、その方々の母国の
日本とは異なる社会保障制度まで考慮して、
日本の税制に取り入れることは不可能に思い
ます。

７．おわりに
平成22年度税制改正において、「控除から手当

へ」の下、社会保障における「子ども手当」と
「高校無償化」の創設、税における年少扶養控除
の廃止と19歳未満の扶養控除の縮減という社会保
障と税の一体改革が進みだしました。また、増え
続ける社会保障給付費の財源確保として消費税の
増税が決定しました。平成25年度の税制改正で
は、残念ながら人的控除について触れられません
でした。議論の中心が増加する社会保障給付費と
その財源についてとなりがちですが、マイナンバ
ー制度（社会保障・税番号制度）の導入を含め、
社会保障のあり方、税のあり方についてより議論
を重ね、バランスのとれた制度が出来ることを期
待したいです。

参考文献
武田昌輔監修　「DHCコンメンタール所得税法」　第一法規

田中康男　「所得控除の今日的意義」　税務大学校

伊藤公哉　「アメリカ連邦税法第4版」　中央経済社
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【図3】 扶養控除の変遷表
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剣舞道について

八聖流松代館剣舞道　師範 櫛
��

山
��

俊
��

明
��

昨年、岩手県花巻に行く機会があり、宮沢賢治
資料館等いくつかの観光スポットを回ったりし
た。その際に、岩手県では「鬼剣舞」（おにけん
ばい）という重要無形民俗文化財の指定を受けて
いる「踊り」があることを知った。

私は、それこそ四十の手習いで「剣舞道」（け
んぶどう）を始め二十二年となるが「鬼剣舞」の
ことは恥ずかしながら知らなかった。また、四
国・高知県の須崎で単身赴任を一年経験したが、
その際には、剣舞を趣味としている旨話しする
と、「太刀踊」や「花取り踊り」のようなもの
か、と言われた覚えがある。「剣舞」が郷土芸能
となっている「けんばい」と漢詩・和歌などに節
を付けて詠う詩吟に合わせ武士が詩情・詩心を剣
を用いた舞で表現する「けんぶ」では一言でいえ
ば「踊り」と「舞い」の違い、ということにでも
なろうか。

「けんばい」は修験者が身を清めるために踊っ
たのがはじまり、という話があるということを聞
いた。「けんばい」は鬼が怒ったような面を付け
て踊るが、「けんぶ」は自前の顔で舞う。鬼から
「献盃」では怖いが。

私が稽古している剣舞道は「八聖流」といい
「聖松（せいしょう）」と雅号も拝命している
が、私が三代目である。剣舞自体の歴史はまだ比
較的浅く、明治維新の頃とされている。主に日本
刀を用いて舞う。当初は真剣を使うこともあった
らしいが、現在は模擬刀（居合刀）を使用してい
る。ちなみに私が使用している刀は「二尺四寸五
分」である。

刃金は入っていないが、真剣と同じくらいの重
さがある。知人に持たせると大抵その重さにビッ
クリされる。「こんな重いものを振り回している
のか！」と。チャンバラではない。舞台で舞う際
には、群舞など危険な舞台もあるので、竹光使用

も一般的となっている。年に2〜3回ほど舞台があ
るが、基本的に衣装は紋付き袴である。

舞台では、詩吟の方と一緒になるが、詩吟吟詠
の方を「吟士」、舞う方を「剣士」という。いき
なり舞台で始めることは出来ないので、事前に
「合わせ」を行うこととしている。実際の舞台で
は吟に合わせるというよりは、気持ち吟を追いな
がら舞う、ということになる。

模擬刀とはいえ日本刀を用いることから、舞の
刀法は居合道に沿ったものがいい、と思ったので
恩師にことわって「居合道」も基本を主としてし
ばらくの間練習した。結果として恩師から指導さ
れた舞いより、抜きのところは居合に近くなり、
他派の方から「居合をやっているでしょう」と言
われることも。実際抜いた時や「斬」の時に「ビ
ュッ」と音がするらしい。自分としては満足であ
る。

いつもは中野駅近くの地域センターで毎週土曜
日の午前中練習に励んでいる。会員は現在九名
（登録は十五名ほど）で稽古の基本としている吟
は、川中島、本能寺、金洲城、城山などである
が、舞と刀と扇子の使い方一連の動きに最初はか
なり戸惑う。やはり練習・稽古を重ねるしかない
かな。

剣舞も日本の大事な文化であり、その伝統を引
き継いでいかねばと思いつつも、なかなか新人は
現れず、自分が舞いを忘れると流派の危機となる
ことから、最近は、覚えるというよりは「忘れな
い」ように努めている。
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最近気になる言葉

中
��

野
�

昌
��

博
��

還暦を過ぎ頑迷固陋となった所為ではないので
しょうが、最近とみに気になる（気に障る）言葉
が増えてきました。

コンビニエンスストアやファミリーレストラン
で使われる、「こちら○○になります」や「〜で
よろしかったでしょうか」、「○円からお預かり
します」、「ご注文のほう‥‥」という言葉遣い
もかなり不快で、以前は「こちらコーヒーになり
ます」と言われたら、「いつなるの？」とか「も
う、なっているよ」などと冗談めかして返答して
いたのですが、キリがないのでやめました。

「全然いい」や「とんでもございません」も、
アナウンサーが使うのを耳にしてから、舌打ちし
ながらも受け容れてきたところです。

何でもかでも「すいません」というのも同様で
す。レストランで注文する際に、「すいませ
ん」。知人宅を訪問しても、「すいません」。す
べての事柄を「すいません」の一言で済まそうと
いうのが気に入らないのです。

この言葉を発するということは、もしかしたら
出会うすべての人や事柄に謝罪しているというこ
となのでしょうか。

あるテレビ番組で、著名な落語家が訪問先玄関
で、「すいませーん」、「すいませーん」と何度
も呼びかけているのを見ました。

「御免下さい」でも「こんにちは」でも、もち
ろん「たのもう」でもなく、ひたすら「すいませ
ーん」と間の抜けた声で呼びかけるのです。少な
くとも落語という伝統芸能を守る言葉のプロが、
このような言葉遣いをすることにも失望している
のです。

先だっては、初対面の女性に、「私って、〜な
人じゃないですか」と言われ、仰天しました。さ
すがに、「そんなこと知らないよ」と言い返せは
しなかったものの、どのような受け答えをすれば
いいのか戸惑ってしまいました。

どうも、「〜じゃないですか」を使う人は、相

手が自分の話に同意するであろうことを前提に、
しゃべっているように感じられます。責任回避語
とでも言うのでしょうか。相手に対して行儀よく
気を遣いながら、論を展開する時に便利に使って
いるようです。

この「〜じゃないですか」と同様なしゃべり方
に、「自問型」あるいは「半疑問語」とも言える
ものがあります。

言葉の切れ目ごとに、「？」をくっつけ語尾を
上げてしゃべるのです。

たとえば、「○○って、いいわね。クール？っ
て思わない？、笑顔？の中に翳？あるのよね」‥
‥といった具合に、別段、相手の答えや同意を求
めるわけではなく、いかにも思慮深そうに慎重に
問いかけてくるしゃべり方なのです。

どうやら、「〜とでも言うのかしら」と言った
ニュアンスのつもりらしいのですが、あまり利口
そうには見えません。

以上述べてきて気づいたことは、断定を避け、
曖昧で婉曲な表現が多いということと、必ずし
も、若者だけが非難されるような状況にはないと
いうことです。

言葉のプロともいえる、テレビの司会者やリポ
ーターですら、「では、次に行ってみたいと思い
ます」、「期待したいと思います」という風に、
自己の責任や主体性を放棄したしゃべり方をして
いるのです。

はては、「お詫びしたいと思います」という珍
妙なお詫びがまかり通っているのが現状なので
す。

ほかには、「食べれる」、「見れる」などの“ら
抜き言葉"や「読まさせて」や「会わさせて」など
の“さ入れ言葉”、「○○的」、「○○みたいな」
「○○かも」などの“曖昧語"とでもいうべき言葉
にも言及したかったのですが、紙幅が尽きたよう
です。

いずれにしましても、このような気になる言葉
遣いは、枚挙にいとまがない状況です。

一体どうすればいいのでしょうか。
「本を読むこと」、「人の話を聞くこと」、

「メールではなく手紙を書くこと」‥‥といった
ようなことしか思いつきませんが、それらのこと
を通じて、さまざまな言語情報を取りこむことこ
そが言葉の勉強であると思うのです。
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私個人としては、「電車内では、（携帯電話の
操作ではなく）、本や新聞を読むこと」や「子や
孫を膝に抱いて絵本などを読み聞かせること」が
何より有用であると考えますが、今となってはそ
れも難しいのでしょうか。

せめて皆さん、正しい言葉で、子や孫と積極的
に会話をしませんか。

自転車通勤を始めて

荒
��

川
��

大
��

輔
��

初めまして。荒川大輔と申します。私は昨年税
理士登録をしたばかりで、支部の活動も会合に一
度参加しただけなのですが、その際にこのお話を
いただきました。

特に他人に誇れるような趣味などもないので、
何を記載すれば良いのか思案しましたが、最近
時々自転車通勤を行うことを始めましたので、そ
のことについて記載したいと思います。

自転車通勤を始めようと思ったきっかけはここ
一年で体重が10㎏近く増えてしまったことが理由
です。

元々出不精な性格で、スポーツの趣味も無いこ
とから、何か日常生活に無理矢理運動を組み込ま
なければまずいと思って始めたのですが、いざ始
めてみると思いの外楽しいことがあることに気付
きました。

まずは、普段地下鉄で通り過ぎるだけの駅がど
のような場所なのかということがわかり、とても
興味深いということです。

例えば赤穂浪士で有名な泉岳寺の最寄り駅が私
の通勤経路にあり普段から何となく気になってい
ました。

電車通勤ではただ通り過ぎるだけでしたが、自
転車だと「今日は泉岳寺付近を通るルートで行っ
てみよう」と、気軽に近くを通ることができ、通
勤にちょっとした楽しみを加えるとともに休日に
訪れるときの下見を兼ねることができます。

また、普段は移動するだけの駅と駅がどのよう
な位置関係にあるのかが少しずつわかってくるこ
ともとても面白いです。

私は東京育ちではないため、あまり東京の地理
に詳しくはなく、主に地下鉄の路線図で地理を漠
然と捉えていたのですが、実際にいろいろな道を
走ってみると、どの駅とどの駅が近いのか、ま
た、どの駅とどの施設が近いのか、といったこと
がよくわかってくるようになります。

今までは点と点でしかなかった街と街が、自分
が見た景色で繋がっていくことは、うまく説明で
きないのですがとても面白く感じます。

ところで、東京は高低差が激しいところが多
く、自転車では辛い場所もあります。私の自宅か
ら職場まで最短で行こうとすると、五反田から高
輪台のあたりを通過するのですが、そこの坂がと
ても長く、どうにか迂回できないものかと地図を
眺めていました。

そうしたときに先輩の税理士の方から「インタ
ーネット上で自転車の経路を検索でき、その経路
の高低差なども調べることができる」ということ
を教えていただき、あまり坂が無く負担がかから
ない経路を発見することができました。

このように楽しい発見や、周囲の方の助けもあ
り、少なくとも今のところは自転車通勤をとても
面白いと感じています。

まだまだ始めたばかりで肝心の体重は減る気配
がないのですが、あまり体重に一喜一憂せず、こ
れからも楽しみながら自転車通勤を行えればと思
っております。

最後になりましたが、皆様方のご健勝とご多幸
を心より祈念して筆を擱くことといたします。

北海道で栄養(体重)
補給

小
�

松
��

満
��

義
��

はじめまして。平成24年9月より日本橋茅場町
にて公認会計士・税理士事務所を開設しました小
松満義と申します。

3月上旬、繁忙期の最中ではありますが、週末
に故郷である札幌に帰省しました。今年は例年に
比べて非常に雪が多かったようです。年末に帰省
した際にも「今年は雪が多い多い」と聞いていま
したが、年が明けてからもさらに降り積もったよ
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うです。
今回の滞在は金曜夜〜日曜夜まで。
私は帰省するたびに食いだおれツアーとなり、

体重が増加して帰ってくることになるのですが、
案の定今回もそうでした。

札幌到着して、まずはお寿司。
すすきので働いている友人に聞いたところ、南

3西5にあるNというお寿司屋さんがおいしいと教
えてもらい、早速電話で予約。お店に入るとカウ
ンターだけの小ぢんまりとしたつくりで、店主に
おまかせで握りと刺身とおつまみを出してもら
い、日本酒とともにおいしくいただきました。

翌日、昼に実家に立ち寄ったところ、ありがた
いことに白子（北海道では「たち」といいます）
入りの海鮮鍋が用意されていました。さらに寿司
も。昼から家族でビールとワインを空け、陽気に
なったところで次は小樽に向かいます。

小樽は久しぶりだったので、散策・観光しよう
と思っていましたが、この日はニュースにもなる
くらいの暴風雪。事前の予報では外に出るのも危
険な天気とのことでしたが、まさにその通り。

小樽駅について小樽運河のすぐ近くのホテルに

チェックインするものの、そのままホテルに閉じ
込め状態となってしまいました。

とはいえ、夜になり、徐々にお腹も減ってくる
ため、やむなく食を求めて外に出ることに。目的
地は私の大好きな北海道の雄『びっくりドンキ
ー』。

ホテルを出ると風がすごい。雪もすごい。運河
と海の近くなのでなおさら風も強いのでしょう。
地面は雪と氷ですべりやすくなっているため、風
で進めないどころかどんどん押し戻されます。

そうは言いながらもどうにかしてお店に到着。
ビールを1,2杯飲んだ後、定番のチーズカリーバー
グディッシュ150gをいただきました。

翌日は風雪もいくらかおさまり、外出できそう
な天気になりましたので、小樽運河を歩き〜北一
硝子でグラスを購入〜コロッケを一口〜オルゴー
ル堂見学〜ルタオでお茶して〜かま栄のかまぼこ
でつまみ食い〜日銀通り〜と、一通り名所を回
り、十分楽しむことができました。

昆布の専門店もあったので、だし用に利尻昆布
も購入しました。この昆布屋さんの売り文句は、
「七日食べたら鏡をごらん！」とのことで、肌に
とてもいいそうです。お店の前には「お父さん預
ります」との看板があり、思わず立ち寄ってしま
います。

小樽を満喫したところで、帰りの飛行機までは
まだ少し時間があったので、札幌の時計台に寄り
道。東京タワーやスカイツリーのような大きさも
派手さもないですが、なんとなくノスタルジック
な気持ちにさせてくれます。やっぱり札幌いいな
と思うわけです。

そして晩ごはん。またしてもお寿司屋さんに入
りました。2泊3日で寿司3回はちょっとやりすぎ
かと思いつつも、たちの軍艦、たち汁などをいた
だきました。

札幌食ツアーの〆はなんといってもラーメン！
今回向かったのは、ここ最近札幌で人気沸騰中、
昨年池袋にも出店した『えびそば一幻』です。
こちらはその名の通りエビがベースの濃厚ラーメ
ン。うーん、美味し。

こうして北海道からエネルギーをもらい、また
明日から東京日本橋で頑張ります。

皆さま今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げま
す。
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一 歩 一 歩

長
��

野
�

洋
��

子
�

「僕の前に道はない。僕の後ろに道はできる。」
この題をいただいたとき、真っ先に浮かんでき

たのがこの詩だ。高村光太郎の「道程」。
よく「レールが敷かれた人生」という言葉も聞

くが、前に道ができている人こそ珍しい。自分の
人生は自分の力で切り開いていかなければならな
いものだ。

私は税理士としてはまだ経験も浅く、足あとも
まだ残せていない。しかし、今までにおいても、
税理士になってからも、自分の道を一歩一歩着実
に前に歩いてきた。

人の「足あと」。「足跡（そくせき）」といえ
ば、大きな功績を考えてしまうが、「足あと」と
いえばそれは、その人が生きてきた歴史だ。その
私も税理士としての足あとはまだ残せていない
が、私自身としての足あとは残してきたはずだ。

生まれて、家族に手を引かれ、それこそよちよ
ち歩きの小さな足あと。学生時代、希望に満ちて
キラキラ輝いていた頃のスニーカーのように若々
しい足あと。大人になって社会に出た頃のヒール
の足あと。履きなれないのでよろけた跡もあった
ように思う。

そして結婚して、サンダル（主婦の方に失礼か
な？）の足あと。

しかし、二、三歩歩いたところで、なんか物足
りなくて、パンプスでカツカツ歩きたくなり、税
理士試験を始めた（というか、始めてしまっ
た？）。それからはよくいう「いばらの道」
（笑）。更に、ぬかるんだ道で足を取られ靴が脱
げたこともあったような…。

苦労の末税理士になってからも当然人生甘くは
なく、パンプスでカツカツどころか、草をかき分

けながら進んでいる。足あとは…足あとは目には
見えないが、しっかりけもの道のように、頑張っ
た跡は後ろに続いている。

これからも、この仕事をやっていく以上、躓い
たり、転んだりすることと思う。パンプスでカツ
カツなどいったい何時のことか…。

この世界で働いている限り、ある意味、一生な
いのかも。

今に限らず、それぞれの時代、その時なりに大
変だったように思う。また、だから頑張ってもき
たと思う。だからこそ、今ここから見れば、過去
の足あとみんな輝いて見える。

さすがに、「足跡（そくせき）」というものは
残せないにしても、これからは税理士として、一
歩一歩踏みしめながら、私なりの輝く「足あと」
を残していきたい。

人間万事塞翁が馬
津
�

村
��

玲
���

私がなぜ会計税務の業界に飛び込むことになっ
たのか。今から思えば人生の因果を感じます。将
来はマスコミ関係に就職したいと思い、大学は安
易に文学部に進学。大学時代は憧れていた格闘技
を一度体験してみたいと思い極真空手に入会し、
結局空手に明け暮れました。

順風満帆に思えた私の「空手家」人生に挫折の時
がやってきました。右ひざ靱帯断裂という怪我を負
ったのです。空手の試合でこの怪我をしたならまだ
諦めがつきますが、怪我をしたのは、その空手の試
合に向かう最中での交通事故でした。しかしあの時
の事故が会計税務の業界に飛び込むきっかけになる
とは、当時夢にも思いませんでした。

私のほか3人が福島で行われる空手の試合に向
かった時のことです。先輩の一人が車を出してく
れて、私ともう一人の先輩（ここでは仮にAさん
とします。）が後部座席に座りました。常磐自動
車道に入って直ぐに突然バケツをひっくり返した
ような大雨に襲われました。嫌な予感がしまし
た。運転していた先輩もそれを感じてか、しっか
り両手でハンドルを握って緊張しているような面
持ちでした。緩やかな右のカーブに迫った時、突
然車がスピーン！ぐるんぐるんとメリーゴーラン
ドにでも乗るかのように3回くらい回ったように
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感じました。中
央分離帯にぶつ
かって、何とか
スピーンはおさ
まりました。運
転手の先輩は何
度も車を動かそ
う と し ま し た
が、後部を激し
くぶつけている
の で 動 き ま せ
ん。何か後部か
ら光が差し込む
のが見えました。それがだんだん大きくなってき
て、二つの大きなライトが真っ直ぐスピードを緩
めることなく私達の乗る車に向かってきました。
「大型トラックだ！」私は叫びました。反射的に
身をかがめました。間違いなく私はその時、死ん
だと思いました。

遠くに聞こえる人々の喧騒とパトカーの音を夢
見心地で聞きながら、目を覚ましました。私は奇
跡的か命を取り留めたようです。隣にはAさんが
私に寄りかかって意識がありません。「Aさん、A
さん」体を揺すってみました。Aさんは寝ぼけ眼
で「お〜」と言って意識を戻してくれました。私
も右足が痺れて動かないので、私とAさんは救急
車に運ばれて救急病院へ。その後Aさんの様態が
急変し、翌日総合病院へ移送され、内臓破裂の大
怪我とわかりました。私は靱帯の断裂程度で済
み、何とか卒業まで空手を続け、卒業後は引退。
Aさんは事故によりドクターストップがかかり、
空手を断念されました。Aさんは本当に不本意で

あったと思います。
事故後1年程度経って、Aさんに久方ぶりに会う

と、「俺、将来税理士になろうと思って今勉強中な
んだ。空手を思いっきりできない分、税理士の勉強
に全力を傾けようと思うんだ。」というのです。当
時の私は、借方・貸方の意味すら解らなかったの
で、Aさんは取り敢えず物凄く困難な道に進んでい
こうとしていることは理解できました。空手ばかり
して遊び呆けていた人が税理士などになれるのか。
Aさんは大学を卒業した翌年に4科目合格し、その
翌年に見事全科目合格されました。その一方で私
は、就職した会社に馴染めず将来に不安を感じてい
ました。そうだ！Aさんに相談してみよう。早速A
さんに相談してみると、「会計税務の世界はこれか
らどんどん複雑になるから、この分野の専門家にな
れば将来食い外れはないよ！」と迷わず助言してく
れました。何かと影響を受けやすい私は受験勉強を
開始し、同時並行で受験していた公認会計士試験に
合格。この業界に足を踏み入れることができまし
た。Aさんが言っていたように、税務では確かに、
ある事案に対し複数の税目が絡んでくることがあり
本当に複雑だなと感じることが多いです。また、税
法は毎年改正が行われており、その改正箇所をキャ
ッチアップしていくのは大変です。しかしそういっ
たところに仕事のやりがいを感じるのは、私だけで
はないはずです。

Aさんと会うと税法談義で時間が過ぎるのを忘れ
ることがあります。あの時の事故で九死に一生を得
た二人が同じ業界で仕事をすることになるとは、当
時は想像もできませんでした。「人間万事塞翁が
馬」と言いますが、現状に悲観することなく前向き
に生きることの大切さを知ったように思います。

〔総務部〕
支部幹事会報告
平成24年12月13日（水）16時00分〜17時20分
Ⅰ　審議事項
１．平成24年分確定申告期の無料相談等の件

確定申告無料相談について、昨年は1日あたり
5.5人体制で行ったが今年は7人体制で行いたい。
①税理士記念日（2/22）担当税理士10名
②支部の確定申告無料相談会（2/25〜3/1、3/6

〜3/8）担当税理士48名、受付責任者は税務
支援対策部員が担当
提案のとおり承認可決した。

２．八団体合同賀詞交歓会の件
平成25年1月28日（月）開催の八団体合同賀詞交

歓会への参加費について負担額を承認可決した。
３．観劇会の件

平成25年3月26日（火）明治座で「北島三郎
特別公演」を開催すること並びに支部負担額を
承認可決した。
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Ⅱ　報告事項
１．税務功労者感謝状贈呈式（11/20）の件
２．中間監査（12/3）の件
３．登録調査（12/10）の件
４．税理士雑談室（12/10）の件
５．署との定例連絡会（12/17）の件
６．日本橋税務署への新年挨拶（平成25年1月11

日（金））の件
７．日本橋支部役員選挙の件
８．東京税理士会役員選挙の件
９．過年度未収会費請求放棄の件
Ⅲ　各部報告、理事会報告、委員会報告　以上
平成25年1月23日（水）10時30分〜11時41分
Ⅰ　審議事項
１．平成24年所得税確定申告反省会兼慰労会開催

の件
平成25年3月18日（月）に平成24年度中に実

施及び実施予定の各種無料相談等に参加・協力
を頂いた方々を対象とした慰労会を開催するこ
とを承認可決した。

２．電話相談センター、パソコンセンター支部交
通費支給の件

電話相談センター、パソコンセンターの従事者
募集・実施は本会が行っているので、支部から
の交通費等の支給をしないようにとの本会より
要請があり、今回から支給しないことを承認可
決した。

３．平成25年度賀詞交歓会会場、日時の件
平成26年1月14日（火）にロイヤルパークホ

テルで開催することを承認可決した。
報告事項
１．賀詞交歓会（東京税理士会（1/8）、京橋支

部（1/11）の件
２．新年挨拶（中央都税事務所（1/9）、日本橋

税務署（1/11）の件
３．登録調査（1/10）の件
４．新年賀詞交歓会（1/15）の件

５．納税者支援センター相談員の推薦の件
６．青色申告会との懇談会（1/21）の件
Ⅲ　各部報告、理事会報告、委員会報告　以上
平成25年2月15日（金）10時35分〜11時50分
Ⅰ　審議事項
１．常会開催（4月18日）の件

常会を4月18日（木）午後1時00分〜1時45分に
東実健保会館で開催することを承認可決した。

Ⅱ　報告事項
１．支部規則の一部改正の件
２．八団体合同賀詞交歓会（1/28）の件
３．東京税理士会・東京税政連合同セミナー

（2/4）の件
４．登録調査（2/6）の件
５．税理士雑談室（2/15）の件
６．支部新旧役員旅行（7/7、8）の件
Ⅲ　各部報告、理事会報告、委員会報告　以上
平成25年3月22日（金）10時37分〜12時07分
Ⅰ　審議事項
１．支部規則一部改正の件

支部規則第2条（目的）の改正を下記のとお
り諮ったが、継続審議となった。

２．顧問・相談役会開催の件
4月26日（金）16時00分より北濱で開催するこ

とと参加者の負担費用について承認可決した。
Ⅱ　報告事項
１．税理士記念日無料相談の件（2/22）の件
２． 確定申告無料相談（2/25〜3/1、3/6〜3/8）の件
３．各種無料相談担当者の慰労会（3/18）の件
４．支部連絡文書送付方法の件
５．次回以降の幹事会日程の件
６．次年度本会委員の件
７．署との拡大定例連絡会（4/11）の件
Ⅲ　各部報告、理事会報告、委員会報告　以上

〔研修部〕
研修会並びに雑談室の結果報告と今後の予定は
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改　正　案 現　　　行
第１章　総　則

（目　的）
第２条 本支部は、東京税理士会（以下「本会」とい

う。）の目的の達成に資するため、本支部に所属す
る会員（以下「会員」という。）に対する指導、連
絡及び監督を行うことを目的とする。

附　則（平成25年6月24日改正）
１ この改正規定は、平成25年6月24日から施行する。ただ

し、本会会則第67条第１項の規定により本会の承認を受
けなければ、効力を生じない。

第１章　総　則
（目　的）
第２条 本支部は、東京税理士会（以下「本会」とい

う。）の目的の達成に資するため、本支部に所属す
る会員（以下「会員」という。）に対する指導、連
絡及び監督を行うとともに親睦及び福利増進を図る
ことを目的とする。

日本橋支部規則の一部改正について （改正の趣旨）
東京税理士会の指導に基づき、標準支部規則のとおり改正する。

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



次のとおりです。
《最近実施した研修会》
日　時：平成24年12月 4 日（火）14:00〜17:00
テーマ：税理士のための人事労務・債権問題セミナー

―顧問先からの相談事例に学ぶトラブル対応―
講　師：弁護士　高井　重憲氏、坂東　利国氏
会　場：日本橋支部事務局
日　時：平成24年12月11日（火）10:00〜12:00
テーマ：国税通則法改正後の税務調査手続について
講　師：東京国税局担当官
会　場：日本橋支部事務局

※　インターネット配信による研修会
日　時：平成25年 1 月15日（火）15:30〜17:15
テーマ：グローバル化時代の経営とは？

―ベンチャー政治家田中角栄に学ぶ―
講　師：経営コンサルタント　一柳　良雄氏
会　場：ロイヤルパークホテル2F東雲の間

※　新年賀詞交歓会新春講演会
日　時：平成25年 2 月 1 日（金）13:30〜16:00
テーマ：24年分確定申告に当たっての留意事項
講　師：日本橋税務署担当官
会　場：東実健保会館　6階ホール
日　時：平成25年 4 月18日（木）14:00〜17:00
テーマ：金融証券税制について
講　師：税理士　柴原一氏
会　場：東実健保会館　6階ホール

《最近実施した税理士雑談室》
日　時：平成24年12月10日（月）17:30〜19:30
会　場：日本橋支部会議室
日　時：平成25年 1 月17日（木）17:30〜19:30
会　場：日本橋支部会議室
日　時：平成25年 2 月15日（金）17:30〜19:30
会　場：日本橋支部会議室
日　時：平成25年 3 月22日（金）17:30〜19:30
会　場：日本橋支部会議室
日　時：平成25年 4 月12日（金）17:30〜19:30
会　場：日本橋支部会議室

〔厚生部〕
〈野球部〉

平成25年3月までの活動状況は以下のとおりです。
平成25年 1 月10日　練習　浜町グラウンド
平成25年 1 月23日　練習　浜町グラウンド
平成25年 2 月 7 日　練習　浜町グラウンド
平成25年 3 月19日　練習　月島グラウンド
平成25年 3 月25日　練習試合　明治神宮外苑

（対中野支部　負、対練馬西支部　勝）
〈囲碁部〉

恒例の京橋支部との新春親善囲碁大会は、1月19

日（土）に当支部から10名が参加して京橋支部会議
室において午後1時から開かれました。当支部が今
年敗けますと三連敗の不名誉な記録となりますの
で、各自気合を入れてのぞみました。対戦は丁丁発
止、まさに実力伯仲し、とうとう15勝15敗で引き分
けとなりました。対戦終了後京橋支部の近くのレス
トランで反省会を開き、お互いの健闘をたたえ、来
年また会うことを約して散会しました。

3月27日（水）は、日本橋支部春季囲碁大会を
当支部会議室にて開催しました。年度末で仕事が
忙しかった方や体調不良の方などおられたため、
今回は参加者が8名となりなしたので、組み分け
せず、対局戦を5回として優勝を争うこととしま
した。

アルコールが入らないと元気のでない人、ニコ
チンを補充しないと妙手が浮かばない人もおられ
ましたが、とにかく5時間の対局時間は高齢者に
は少し応えたようです。結果は、次のとおりとな
りました。

優　勝　坂元　　左 4 勝 1 敗
準優勝　花山　三郎 3 勝 2 敗
１　位　大久保速雄 3 勝 2 敗
２　位　榊　　邦弘 3 勝 2 敗
３　位　関口　重雄 3 勝 2 敗
４　位　原口　義弘 2 勝 3 敗
今後の6月までの日程は、プロ棋士指導4月11日

（木）、月例会は5月9日（木）、6月27日（木）
となっています。来る者は拒まず。

〈テニス部〉
12月19日（水）、品川プリンスホテル内の高輪

テニスセンターで練習会を行いました。参加者は
7名。いつものように基本練習と実践を踏まえた
練習を行いました。基本のストローク練習から始
め、ボレー、サーブと練習を進めました。後半は
実践形式で雁行陣を基本としてのラリーとボレ
ー、アプローチショット、サービスダッシュ等の
練習を行いました。

練習後は、忘年会をプリンスホテル内の中華レ
ストランで行いました。

テニス部では繁忙期を除き月1回のペースで練
習会を行っております。練習はプロの松岡伴育コ
ーチ指導のもと初心者からベテランまでレベルに
あった練習が出来ます。新入会員も随時募集して
おりますので、参加希望の方は、お気軽に支部事
務局まで連絡下さい。
今後の大会予定

春 季 大 会： 5 月 9 日（木） 予備日 ; 16日（木）
秋 季 大 会：10月 2 日（水） 予備日 ; 8 日（火）
支部対抗戦：11月 7 日（木） 予備日 ; 14日（木）
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【綱紀監察部】
１　以下の会議が開催されました。

平成24年度綱紀監察合同会議
日　時　平成24年度12月18日（火） 14:00〜16:30
場　所　東京税理士会館
出席者　会長、本部役員

全支部の支部長又は副支部長、綱紀監察
部長
東京国税局より税理士監理官ほか8名
48税務署総務課課長補佐

議　題：①綱紀部及び業務侵害監察部からの報告
②東京国税局の方針
③東京国税局からの報告
④支部からの提言に対する本会の回答

について
⑤その他

２　平成24年度〜平成26年度の税理士証票及び会
員章（バッジ）の所持確認24年度分を実施しま
した。
日　時　平成25年2月4日〜2月5日　10:00〜16:00
場　所　日本橋支部事務局
結　果　対象会員　 882名

実施会員　 640名
未済会員　 242名
対象法人　46法人
実施法人　35法人
未済法人　11法人

【税務支援対策部】
日本橋税務署、日本橋法人会、東京商工会議所、

日本橋青色申告会等からの依頼を受け『税務相談等
のための会員派遣』を次のとおり行いました。

また、確定申告期にあたりましては、東京会か
らの要請に応じて、多くの会員にご支援ご協力を
いただきまして、ありがとうございました。

《税務相談》
○日本橋法人会からの依頼分

平成25年実施日 会　　場 担当税理士
1月16日（水） 法人会事務局 余西　吉巳
1月30日（水） 〃 財津　良子
2月13日（水） 〃 持田　剛史
2月27日（水） 〃 湯本　康弘
3月13日（水） 〃 永島　嘉治
3月27日（水） 〃 渡辺　春樹

《窓口専門相談》
○商工会議所本部からの依頼分

平成25年実施日 会　　場 担当税理士
1月22日（火） 中小企業相談センター 余西　吉巳

2月12日（火） 〃 佐藤　兆秀
3月 5 日（金） 〃 永島　嘉治
3月26日（火） 〃 松崎さつき

○商工会議所中央支部からの依頼分
平成25年実施日 会　　場 担当税理士
1月16日（水） 中央区京橋プラザ 岩川由美子
2月 5 日（火） 〃 鈴木　久衞
2月25日（月） 〃 湯本　康弘
2月27日（水） 〃 角田　　大
3月 5 日（火） 〃 皆平　弘一

《決算申告説明会》
○東京会からの依頼分

平成25年実施日 会　　場 担当税理士
1月24日（木） 日本橋青色申告会事務局 若狭　茂雄

〃 〃 福岡　敏郎
《確定申告無料相談》
○日本橋税務署からの依頼分

平成25年実施日 会　　場 担当税理士
2月25日（月） 日本橋公会堂 佐々木則司

〃 山﨑　　健
〃 津村　　玲
〃 河野　　拓
〃 中村　佳子
〃 増田　和弘

2月26日（火） 日本橋公会堂 中沢　　勇
〃 岩川由美子
〃 岩田　浩一
〃 伊藤　　孝
〃 岩本　忠司
〃 赤坂　光則

2月27日（水） 日本橋公会堂 木下　純一
〃 永島　嘉治
〃 緑川　　光
〃 江島　昌之
〃 垣本　容子
〃 猪股　正明

2月28日（木） 日本橋公会堂 浅見　達雄
〃 余西　吉巳
〃 竹田　　修
〃 細谷　有子
〃 高山　秀三
〃 橋本　友樹

3月 1 日（金） 日本橋公会堂 井上　眞一
〃 小原　正寛
〃 濱川　久子
〃 澁谷　三男
〃 持田　剛史
〃 斉藤　惠子

3月 6 日（水） 日本橋公会堂 大澤　昭人
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〃 財津　良子
〃 鈴木　久衞
〃 岩川　辰也
〃 久野　二実
〃 若狭　茂雄

3月 7 日（木） 日本橋公会堂 高橋美津子
〃 中島　美和
〃 金　　日永
〃 畑　　芳広
〃 高橋　龍美
〃 岩川由美子

3月 8 日（金） 日本橋公会堂 滝口　利子
〃 安藤　孝夫
〃 徳山　和美
〃 皆平　弘一
〃 木下　純一
〃 近藤　浩道

《申告書代理送信》
○日本橋青色申告会からの依頼分

平成25年実施日 会　　場 担当税理士
2月14日（木） 日本橋青色申告会事務局 余西　吉巳
2月21日（木） 〃 〃
3月 1 日（金） 〃 〃
3月 7 日（木） 〃 〃
3月14日（木） 〃 〃

○日本橋税務署からの依頼分

新規開業等の青色申告者に対する記帳指導を下
記の会員にお願いしております。

担当税理士：赤坂光則、岩川由美子、河野　拓、
佐野典子、林　孝子、久野二実、松本悦子

《税理士記念日税の無料相談》
平成25年実施日 会　　場 担当税理士
2月22日（金） 三越前駅地下通路 増田　和弘

小原　正寛
高橋美津子
田島　照久
木下　純一
財津　良子
中島　美和
小山　栄一
宮原　裕徳
佐野　典子

以上の会員にご協力いただき88件の相談がよせ
られました。

《支部無料税務相談》
平成25年実施日 会　　場 担当税理士
1月 9 日（水） 支部事務局会議室 青木　久直
2月13日（水） 〃 佐野　典子
3月 6 日（水） 〃 古賀　裕明
3月13日（水） 〃 引地　栄二

〈入会〉
11月21日 笠

��

原
��

武
���

〒103-0001
日本橋小伝馬町3－9
小伝馬町ステーションビル3A
桑澤克実税理士事務所
電話　3639-4951

11月21日 小
�

池
��

礼
��

啓
��

〒103-0027
日本橋3－4－16
春陽堂ビル9階
電話　090-9246-4053

12月19日 明
��

石
�

剛
��

〒103-0022
日本橋室町1－7－1
スルガビル7階
AGS税理士法人
電話　6803-6720

12月19日 秋
��

庭
�

守
���

〒103-0013
日本橋人形町2－16－2

人形町ユウビル6階
電話　090-3819-6133

12月19日 石
��

ケ
�

森
��

英
��

俊
��

〒103-0027
日本橋1－4－1
日本橋1丁目ビルディング16階
税理士法人平成会計社
電話　3231-1858

12月19日 萩
��

口
��

義
��

治
��

〒103-0027
日本橋浜町2-1-9-805号
電話　090-9821-7065

12月19日 目
�

時
��

公
��

英
��

〒103-0012
日本橋堀留町2－1－4
シュマラークト3F
電話　6206-2657

12月19日 吉
��

田
�

元
��

明
��

〒103-0002
日本橋馬喰町1－1－2
ゼニットビル6F
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平成25年
1 月 1 日 西

��

島
��

聡
���

〒103-0022
日本橋室町1－7－1
スルガビル7階
AGS税理士法人
電話　6803-6720

1 月24日 梅
��

田
�

浩志
���

〒103-0027
日本橋1－4－1
日本橋1丁目ビルディング16階
税理士法人平成会計社
電話　3231-1858

1 月24日 川
��

島
��

千
�

鶴
�

子
�

〒103-0027
日本橋1－17－4
税理士兒玉賢一事務所
電話　5255-6888

1 月24日 黄
��

民
�

愛
�

〒103-0007
日本橋浜町2-41-5-504号
電話　5695-0620

1 月24日 廣
��

瀨
�

翼
���

〒103-0022
日本橋室町1－7－1
スルガビル7階
AGS税理士法人
電話　6803-6720

1 月24日 山
��

蔦
��

潤
���

子
�

〒103-0022
日本橋室町4－3－9
住田直子税理士事務所
電話　3279-2363

2 月21日 阿
�

部
�

雅
��

樹
�

〒103-0002
日本橋馬喰町1－1－2
ゼニットビル
税理士法人おおたか
電話　5640-6450

2 月21日 土
�

肥
�

清
��

隆
��

同　　上
2 月21日 花

��

光
��

慶
��

尚
��

同　　上
2 月21日 德

��

田
�

和
��

浩
��

〒103-0003
日本橋横山町1－3
電話　3663-5066

〈転入〉
大森支部より

12月10日 大
��

水
��

孝
��

幸
��

〒103-0013
日本橋人形町1－8－4
東商共同ビル7階
電話　6661-6575

平成25年 麹町支部より
1 月 1 日 宮

��

口
��

徹
���

〒103-0026

日本橋兜町11－12－1102
電話　6661-7647

江戸川南支部より
2 月15日 深

��

野
�

竜
��

矢
�

〒103-0022
日本橋室町1－7－1
スルガビル7階
AGS税理士法人
電話　6803-6720

江戸川南支部より
2 月28日 小

�

林
���

直
��

人
�

〒103-0004
東日本橋1－1－19
タキビル3階
電話　5823-4456

〈法人入会〉
11月27日 ベンチャーサポート税理士法人日本橋オフィス

〒103-0027
日本橋3－13－5
KDK日本橋313ビル2階
電話　6265-4681

〈事務所住所変更〉
伊
�

藤
��

恒
���

〒103-0022
日本橋室町4－1－16

成
��

瀬
�

徹
���

同　　上
渡
��

辺
��

邦
��

厚
��

同　　上
渡
��

辺
��

泰
��

同　　上
阿
�

部
�

慎
��

史
�

〒103-0027
日本橋3－3－3
いづみやビル4F

前
��

澤
��

左
�

斗
�

子
�

〒103-0006
日本橋富沢町11-17-1103号

大
��

久
�

保
�

達
��

哉
�

〒103-0012
日本橋堀留町1－3－7
第2MIビル5F

高
��

梨
��

由
�

香
�

理
�

〒103-0014
日本橋蛎殻町1－30－5
森ビル2階
引地栄二税理士事務所
電話　5640-7662

東
���

原
��

豊
���

〒103-0016
日本橋小網町1－13
チェスターコート日本橋604

野
�

本
��

徳
��

治
�

〒103-0004
東日本橋3－5－6－602

土
��

谷
�

裕
��

一
��

〒103-0027
日本橋3－9－12
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第6中央ビル7階
露
��

木
�

正
��

人
�

同　　上
谷
�

地
�

森
��

税
���

〒103-0026
日本橋兜町17－1－409

山
��

内
��

利
��

文
��

同　　上
渡
��

辺
��

英樹
���

〒103-0014
日本橋蛎殻町1－9－1
スプリングビル
電話　5623-6927

池
��

内
��

美
�

智
�

子
�

〒103-0027
日本橋3－9－12
第6中央ビル7階

持
��

田
�

剛史
���

〒103-0007
日本橋浜町3－3－1
トルナーレ日本橋浜町211

近
��

藤
��

浩
��

道
��

〒103-0027
日本橋1－2－10
東洋ビル7F
電話　6202-2332

〈法人事務所住所変更〉
アルファー総合税理士法人

〒　103-0022
日本橋室町4－1－16

〈事務所名称変更〉
古
��

尾
�

谷
�

裕
��

昭
��

ベンチャーサポート税理士法人日本橋オフィス
元
��

村
��

康
��

人
��

同　　上
板
��

橋
��

則
��

雄
�

板橋則雄税理士事務所
〈事務所電話番号変更〉

古
�

賀
�

裕
��

明
��

電話　050-3693-5466
秋
��

庭
�

守
���

電話　6206－2543
山
��

本
��

茂
��

朗
�

電話　3271－0348
宇
�

田
�

川
��

洋
��

二
�

電話　6231－0559
伊
�

藤
��

しほ子
�

電話　6262－0797
河
��

野
�

拓
��

電話　6225－2036
〈転出〉

髙
��

村
��

千
�

秋
��

荒川支部へ
中
��

野
�

智
��

也
�

荻窪支部へ
佐
�

藤
��

智
��

子
�

麹町支部へ
葛
��

西
�

達
��

宏
��

上野支部へ
岩
��

切
��

靖
��

雅
��

本郷支部へ
北
��

川
��

嘉
��

久
��

四谷支部へ
小
�

泉
���

大
��

輔
��

芝支部へ
柴
��

田
�

和
��

也
�

麻布支部へ
川
��

合
�

貴
��

之
��

〃
門
��

脇
��

理
�

恵
�

渋谷支部へ

諏
�

訪
�

部
�

すみれ 中野支部へ
小
�

島
��

和
��

也
�

四谷支部へ
池
��

頭
���

邦
��

之
��

麹町支部へ
岸
��

田
�

康
��

雄
�

麻布支部へ
〈退会〉

小
�

早
��

志
�

睦
��

子
�

業務廃止
髙
��

田
�

憲
��

和
��

〃
齋
��

藤
��

恒
��

子
�

〃
平
��

野
�

嘉
��

重
��

資格喪失
梅
��

田
�

大
��

作
��

近畿会へ
大
��

槻
��

達
��

也
�

〃
濵
��

田
�

雅
��

大
��

〃
増
��

田
�

天
��

紀
�

〃
木
�

村
��

渉
���

千葉県会へ
岡
��

田
�

隆
���

九州北部会へ
〈法人会員退会〉

税理士法人 FIS 合併解散

〈会員死亡〉
謹んでお悔やみ申し上げます。

山
��

田
�

豊
���

昭和20年 9 月 7 日生まれ 67歳
平成24年11月18日死　亡

細
��

井
�

知
��

雄
�

昭和14年 9 月 5 日生まれ 87歳
平成24年11月28日死　亡

金
��

子
�

美
��

光
�

昭和19年10月18日生まれ 68歳
平成24年12月 1 日死　亡

田
�

尻
��

健
��

昭和11年 6 月 2 日生まれ 76歳
平成24年12月20日死　亡

井
��

上
��

保
���

大正15年 8 月26日生まれ 86歳
平成24年12月25日死　亡
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“にほんばし”136号も会員の皆様のご協力に
より無事発行することができました。執筆い
ただいた会員の皆様に深く感謝します。

さて、本号は現在の広報部メンバーでの最
終発行となります。よりよい広報誌を目指し
て努力してまいりました。至らない部分もあ
りましたが、会員の皆様のご協力に支えられ
何とか仕事を終えることができました。次号
からは新メンバーでの広報部による発行とな
りますが、引き続きご協力のほど、よろしく
お願いいたします。

••••••••••••••••

•••••••••••••••••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

編　集　後　記
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新年賀詞交歓会新年賀詞交歓会新 年賀 詞詞交 歓会会

▲ AZセミナーの終了証を受けた
榎本恒会員と温井徳子会員

東京税理士会春季大会

▲ 試合開始 ▲ 次々得点 ▲ ハイタッチ

▲ 常会（4月18日）

高
橋
中
央
都
税
事
務
所
長

▼

講
師
の
経
営
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

一
柳
良
雄
氏

▼

▲ 無料相談

神
津
信
一
東
京
税
理
士
会
会
長

▼

藤
山
支
部
長

▼
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2 月 22 日 税理士記念日 無料相談

税 務 署 と の 親 善 ソ フ ト ボ ー ル 大 会税 務 署 と の 親 善 ソ フ ト ボ ー ル 大 会税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税 務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務 署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署署 とととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととと ののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののとと署署務務税税税税税税税税 務務 署署署署 とととととととととととととととととととととととと のののののののののののののの税 務 署 と の 親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親 善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善 ソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソ フフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフ トトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトト ボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボトトフフソソ善善親親親親親親親親 善善善善 ソソソソソソソソソソソソソソソソソソ フフフフフフフフフフフフフフフフフフフフ トトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトト ボボボボボボボボ親 善 ソ フ ト ボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボ ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル 大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大 会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会大大ルルーーボボボボボボボボボボボボボボ ルルルルルルルルルルルルルル 大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大 会会会会会会会会会会ボ ー ル 大 会

▲ 相談者慰労会

勝
利
の
ホ
ー
ム
イ
ン

▼

署
長
が
先
発
投
手

▼


